
岩手県告示第 452 号 

 青少年のための環境浄化に関する条例（昭和 54年岩手県条例第 35号）第 10条第１項の規定に基づき、次の図書類を青少年の健

全な育成を阻害するおそれのあるものとして指定する。 

平成 21年５月 15日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

指定番号 種 類 名称等 発行所名 指定理由 

21－６ コミック 黒鷺死体宅配便 11 角川書店 

21－７ 〃 職業・殺し屋。 ＣＡＳＥ．13 白泉社 

21－８ 書籍 世界殺人鬼ファイル殺人王 太陽出版 

21－９ 〃 世界殺人鬼ファイル殺人王 リターンズ 〃 

21－10 〃 楽しいＨ遊び50選 データハウス

著しく青少年の性的感情を刺激し、粗暴な行

為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助

長し、又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若し

くは助長し、その健全な成長を阻害するおそ

れがある。 
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